
 

会議録 

会議の名称  令和７年度第１回座間市子ども・子育て会議 

開 催 日 時  令和７年８月４日（月） １０時～１１時２０分 

開 催 場 所  市役所５階 ５－４、５会議室 

出 席 者 
 大下会長、菊地副会長、飯田委員、江成委員、小多喜委員、田中委員、

麻生委員、阿部委員、内木委員、内藤委員 

事 務 局 

こども家庭課（曽我課長、佐々木こども総務係長、片野こども保健係

長、坂上こども相談係長、原主任、樋口主事補）、こども育成課（高

野課長、山下こども育成係長、伊東青少年健全係長）、保育・幼稚園

課（田﨑課長、木村保育園担当課長、鈴木施設運営係長、小澤施設整

備係長、兒玉認定給付係長） 

会議の公開可否 ■公開 □一部公開 □非公開 傍聴者数 ０人 

非公開又は一部 

公開とした理由 
 ― 

報 告 

⑴座間市子ども・子育て会議規則の改正予定について 

⑵第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～６年度）に

係る各事業の最終年度実績及び総括報告について 

資料の名称 

資料１ 座間市子ども・子育て会議規則の改正予定について 

資料１－１ 座間市子ども・子育て会議規則（改正反映版） 

資料２－１ 第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～

令和６年度）に係る幼児教育・保育事業の最終年度実績及

び総括報告について 

資料２－２ 第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～

令和６年度）に係る地域子ども・子育て支援事業の最終年

度実績及び総括報告について 

資料２－３ 第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～

６年度）に掲載した施策事業の最終年度実績及び総括報

告 

資料２－４ 「第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度

～６年度）に係る各事業の最終年度実績及び総括報告に

ついて」に係る事前質問・意見一覧 

資料３ 座間市子ども・子育て会議規則及び委員名簿 

 



 

会議の結果 

報 告 

座間市子ども・子育て会議規則の改正予定について、報告を行った。 

第２期座間市子ども・子育て支援事業計画に係る各事業の実積につい

て、報告・質疑応答を行った。 

議事の詳細 

 

事 務 局 

 

 

 

〇開会 

子ども・子育て会議委員１２名中１０名が出席し、座間市子ども・子育

て会議規則第５条第２項により会議が成立。 

事務局出席者の紹介、資料確認後、座間市子ども・子育て会議規則第５

条第１項により大下会長が議事を進行。 

 

事 務 局 

各 委 員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

各 委 員 

 

委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇報告（座間市子ども・子育て会議規則の改正予定について） 

資料１を中心に説明。 

質疑なし。 

 

 

〇報告（第２期座間市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～６年

度）に係る各事業の最終年度実績及び総括報告について） 

資料２－１～２－３を中心に説明。 

 

＜資料２－１＞ 

質疑なし。 

＜資料２－２の１０ページ 一時預かり事業（保育園）＞ 

以前の会議でも何度か触れているが、保護者から利用要望があったも

のの保育園で断った数を、量の見込みにカウントしていない旨の回答

が市からあった。令和７年度以降の推計や評価方法を変更する予定は。 

令和７年度から５カ年分の推計は、今年３月に策定した「座間市こども

計画」において数字目標等を定めている。推計に当たり、御意見の内容

を検討したものの、電話等による利用要望・お断り件数を全て集計する

のは、保育園側の新たな事務負担になる旨の話を聞き及んだため、同様

の事例数を反映しない見込み量となっている。 

一方で、評価方法について、今回はあくまで計画最終年度なので従前の

方法で評価したが、必ずしも評価をＡ～Ｅランクで示す必要はないと

考えるので、本事業に限らず、令和８年度以降における「座間市こども

計画」の評価方法は引き続き検討したい。 
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＜資料２－２の４ページ 地域子育て支援拠点事業＞ 

※議事進行のとおり記載するため、資料のページ数が前後。以下、同様。 

親同士で話していても、子育て支援センターの土曜日開所を知ってい

る方が全くいない。周知が重要と考えるが、土曜日開所の開始時期と子

育て世帯への周知の展望は。 

９月から土曜日開所を予定している。現在、どの土曜日にどのセンター

を開設するのか、プロポーザル方式で選定した事業者と最終調整して

いるところであり、契約締結前の現在は周知できないが、締結後には市

ホームページやチラシ等で積極的に周知したい。 

 

＜資料２－２の１７ページ 放課後子ども教室＞  

夏ごろに、屋外や体育館で遊んでいる子どもたちの様子を見に行く機

会があったが、何よりも、暑い中で子どもたちを見守るスタッフが大

変そうに感じた。また、本事業の目的である異学年交流が実現出来て

いると感じる一方、スタッフが不足しているところで、子ども同士の

小さなトラブルもあると聞いたことがある。 

よって、スタッフの意見を直接聞き取りするべきでないか。そして、そ

の意見集約の中で人員不足といった声が多いのであれば、各学校で推

進しているコミュニティ・スクール事業の活用など、地域の方への協力

をお願いすることも視野に入れてはどうか。 

市としても、人材確保や地域協力は課題と認識している。スタッフ確保

については、市ホームページや広報掲載をもちろん実施しているが、そ

れでもやはり人が足りない状況もあり、今後は自治会やコミュニティ・

スクール等を通じて、人材確保を進めたいと考えている。 

人材確保の観点では、例えば、キッズリーダーの仕組みを参考にしては

どうか。市内に高校が複数あるので、その高校生へ協力依頼や、横浜市

では大学生のリーダー活動を支援する事業所も存在すると聞き及ぶの

で、携わる方の幅を広げていくことも視野に入れていいのではないか。 

やはりスタッフはベテランの方が多いので、子どもが走ると中々追い

つけないが、自身の子どもが類似事業に携わっている中、「大学生と一

緒に走るのが楽しい」と児童から直接言われたこともあったようなの

で、検討する際の一意見として受け止めてもらいたい。 

検討したい。 
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＜資料２－３の２１ページ こども１１０番の家＞ 

実施主体の青少年健全育成連絡協議会について、東中学校区は休会と

なっているため、ひばりが丘小学校、旭小学校、東原小学校が校区ご

とに活動している状況と認識している。市は、どのように報告を受け

ているのか。 

三小学校から直接報告いただいている。東中学校の団体解散も市では

把握しているものの、やはり中学校区で取りまとめ出来ないか、声掛け

は行っているところ。 

古くから「こども１１０番の家」を実施している事業所もあるが、中に

は真正面が遊技場の事業所もあり、こどもが入りづらい場所もある。自

身ですらノックを躊躇うので、こどもは更に難しいと考えている。自身

の所属する団体でも、場所の精査が話として出ているので、ここで触れ

ておきたい。 

資料記載の事業内容は、国又は市が定めた内容か。 

国又は市のいずれが定めた事業ではなく、地域が実施している事業を

記載している。類似の事業を神奈川県警や郵便局でも展開しており、

種々の事業が地域的に行われていると考えている。市としては、現在団

体が取り組んでいる事業の主旨に賛同し、物品提供等を行っている。 

「こども１１０番の家」に登録している事業者から、「熱中症対策の給

水スポットになるよう、下校中の小学生に飲料水の提供を行ったとこ

ろ、怒られてしまい取り止めになった」旨の話を聞いた。痴漢やわいせ

つから守るのも大切だが、万が一の際に事業所であれば下校中に寄っ

ても安心と考えるので、子どものために内容を変えてくことを検討し

ているか。 

中々難しい話なので即答は差し控えるが、熱中症対策としては、市でク

ーリングシェルターを展開しているので、担当部署と相談・状況共有し

ていきたい。 

 

＜資料２－３の１９ページ 放課後子ども教室＞ 

各校で活動回数にかなり差があるように見受けられる。特に、座間小学

校が非常に少ないように見えるが、回数や実施内容、子どもの受入体制

は、各小学校に一任しているのか。 

児童ホームと異なり、小学校側に協力をお願いしたうえで、体育館や家

庭科室等を借りながら活動を実施している。市としては、各小学校で週
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３回実施を目標に進めていきたいが、やはり人材の都合や小学校側の

教室都合等の課題があるので、御指摘の座間小学校は、その目標回数に

至れていない状況である。 

 

＜資料２－３の１９ページ 児童館の運営＞ 

来館者は、小中学生が多く、未就学児や保護者の利用が非常に少ないの

ではないか。自身が児童館を見学した際も、高齢の方が利用されていた

ものの、未就学児は全く見当たらなかった。児童館の利用実態が、小学

生中心となっていることに理解はするが、その一方で、おむつ替えのス

ペースや授乳室が用意されていないので、未就園児利用の心理的なハ

ードルになっているとも感じる。座間市の限られた公共施設の中で、

「こどもの権利」や「子どもの遊ぶ場所」の確保を考えたとき、高齢の

方に貸すよりも、子どもたち、特に小学生より小さい未就学児・未就園

児も楽しめるような施設づくりが必要でないか。 

小学校の授業中である平日午前等はスペースに空きが生じているの

で、文化センターやコミュニティセンターが利用できない場合を念頭

に、地域の方へ施設の貸出しをしている。未就学児に対して、おもちゃ

等を準備しているが、主として利用するのはやはり就学児なので、未就

学児を対象とした施設整備までは手が及んでいないというところであ

る。今後の課題として捉えさせていただきたい。 

就学後にいきなり児童館を利用するよりも、乳幼児期から利用する方

が、保護者としても、子ども自身としても安心できる場所になるはず。

地域の方に貸し出すよりも、子どもが利用できる場所を目指してほし

い。ところで、不登校児童の増加が社会的な問題となっているが、児童

館はその居場所としての役割を担っているのか。 

小中学校には中々行きづらいが、児童館なら見知った友人がいるから

という理由で、児童館を利用することもあると認識している。しかし、

児童館所管部署として積極的に不登校児を対象とした活動を進めてい

るわけではなく、不登校児童対応はあくまで教育委員会等が主体的な

取組を進めている。 

「こどもセンター」のような、不登校児童が一人で行って活動できる建

物が座間市には現状ないので、そういう役割をいずれかの施設が担っ

ていって欲しいと考えている。教育委員会の所管になるかもしれない

が前向きに検討して欲しい。 
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 ＜資料２－３の１３ページ 市民プール開放事業＞  

昨年度は７箇所開放していたが、今年度５箇所に減少している。また、

自身の子どもが在学している入谷小学校では、海老名市内の水泳教室

で授業を実施しており、水泳授業の民間スイミングスクール委託が進

んでいると認識している。こういった中、報告書の総括評価で、「休場

に伴うトラブルがない」と記載されているが、親同士の会話でも近隣の

プールに行けなくなったと話題にすることもあり、今後も子どもが水

泳出来る場所が減っていくのではと危惧している。老朽化に伴う予算

等も理解するところであるが、市として今後プールを維持していく方

針なのか、それとも、どうしても縮小していく方針なのかお伺いした

い。また、子どもの水遊び場の確保の考えは。 

市民プールは縮小傾向と聞き及んでいるが、その代替策等については、

担当部署に確認して改めて回答したい。また、子どもの水遊び場につい

ては、公園整備等の機会がある場合に、会議の中で一意見があったとい

うことを伝えていきたい。 

市民プールに関する情報提供になるが、猛暑の影響で水温が高くなり

すぎてしまい、晴天であってもプールが使用できないことがある。 

自身もプールに触れる機会があったが、温い風呂に近しい水温で、長時

間入るのは困難との印象を受けた。簡単な庇やタープがあるだけでも

効果があると考えている。また、当の子どもたちが一番残念がってい

て、「何故暑いのに入れないのか」と話していたので、生の声としてお

伝えしたい。 

 

＜資料２－３の２３ページ 児童発達支援事業ほか＞ 

ある事業所に通っている子どもの保護者から御相談頂いた内容だが、

子どもが快く感じない言葉を、職員が複数回発言されたとのことであ

った。具体な言葉はこの場で思い出せないものの、こういった情報は事

業者から市への報告だけでは把握できない内容である。保護者からの

アンケートや面談を実施しているのか。 

担当部署に確認して、別途回答したい。 

あまりいい話でないことは承知しているが、事件が起きてからでは遅

いので、数量的な実績以外も確認すべきである。 

今の話と関連し、保育園による公園散歩で、適切でない保育を見かけた

ことがあるが、保育園や療育施設等に対する第三者機関のような、適切
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会 長 

各 委 員 

な保育が行われているか否かのチェックを市で行っているのか。 

例えば、民間保育所では第三者委員を各事業所に設けているところで

あるが、法人に相談しにくい内容を市の方に直接連絡いただいた場合

は、すぐに県と連絡・調整を行い、必要に応じて事業所への聞き取りや

現地確認を行っている。 

 

＜その他＞ 

その他、委員からの発案、審議すべき案件等あるか。 

事案なし。 

 

事 務 局 

〇閉会 

次回会議については、日が決まり次第連絡。 

 

  


